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申請・問合せ先 

 

富山県では生活環境文化部県民生活課において、特定非営利活動法人の設立

認証をはじめとする一連の施行事務を担当しています。 

相談等につきましては、あらかじめご連絡ください。 

 

 

特定非営利活動法人の設立をはじめとする申請手続き等や、特定非営利活動

促進法に関するお問い合わせや相談については、県民生活課までお願いします。 

申請・問合せ先：富山県生活環境文化部県民生活課県民協働係 

郵便番号：９３０－８５０１ 

住所：富山県富山市新総曲１番７号 

電話：０７６－４４４－９０１２（直通） 

メール:akenminseikatsu@pref.toyama.lg.jp 

 

 

 

特定非営利活動促進法に関するお問い合わせや相談は、富山県民ボランティ

ア総合支援センターでも受け付けております。 

問合せ先：特定非営利活動法人富山県民ボランティア総合支援センター 

郵便番号：９３０－００９４ 

住所：富山県富山市安住町５－21 富山県総合福祉会館内 

電話：０７６－４３２－２９８７ 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在する都道府県の知事（その

事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する場合は、当該指定都市の長）と

なります。主たる事務所が富山県内でない場合には、主たる事務所の所在する

都道府県または指定都市までご相談ください。 


